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◆中学３年生までの年齢で第２子
以降の子ども
対次の条件を全て満たす方。①市
に住民登録がある②住民登録上で
同世帯の兄・姉が１人以上いる③
生後６か月～中学３年生相当であ
る期１０月１5日㈪～平成３１年１月
３１日㈭  費１回上限2,０００円。１３歳
未満は2回分・１３歳以上は１回分
を助成申問１０月１０日から電子申
請または直接窓口（保護者の身分
証明書を持参）、はがきに件名〔イ
ンフルエンザ（第2子申込み）〕・
住所・接種対象者氏名・生年月日
・電話番号を記入し郵送で〒2０4
―８5１１　健康推進課健康推進係
☎０42・4９７・2０７5へ

◆65歳以上の方
対市に住民登録があり、接種日に
６5歳以上の方。または６０歳～６4
歳で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能に
障害（１級）のある方期１０月１5日
㈪～平成３１年１月３１日㈭  費2,5００
円（生活保護世帯、中国残留邦人
等支援給付対象の方は証明書を提
出すれば無料）持６０歳～６4歳の方
は障害者手帳の写しを提出申直
接、実施医療機関へ問健康推進課
健康推進係☎０42・4９７・2０７5
※いずれも詳しく
は市ホームページ
または健康推進課
へ。

インフルエンザの予防接種費用を一部助成

1 配偶者控除・配偶者特別控除
が見直されます
◆配偶者控除＝控除適用者の合計
所得金額が９００万円超の場合、段
階的に控除額が引き下げられます
◆配偶者特別控除＝①当該控除の
対象となる配偶者の合計所得金額
が「７６万円未満」から「１2３万円以
下」に引き上げられます。②控除
適用者の合計所得金額が９００万円
超の場合、段階的に控除額が引き
下げられます
　ただし、控除適用者の合計所得

金額が１,０００万円を超える場合、
配偶者控除・配偶者特別控除のど
ちらも適用できません。
2 申告の添付書類として、電磁
的記録印刷書面が認められます
問課税課市民税係☎０42・4９７・
2０4０
※個人住民税の非課税基準（被扶
養者がいない方の場合は合計所得
金額３5万円以下）の変更はありま
せん。
※いずれも詳しくは市ホームペー
ジへ。

平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

　「年金特別徴収」とは、公的年金
等に係る個人住民税（市民税・都
民税）が年金から特別徴収（引き
落とし）される制度です。対平成
３０年4月１日現在６5歳以上で前年
中に公的年金が支払われ、次の①
・②の条件の両方を満たす方。①
平成2９年中の老齢基礎年金が年間
１８万円以上であり、かつ特別徴収
税額を上回る②介護保険料が公的
年金から特別徴収されている

◆10月は徴収税額の切り替え月
　上半期（4月・６月・８月）と下半
期（１０月・１2月・2月）の徴収税
額（月額）が変更となる場合があ
りますが、年間の税額は変わりま
せん。
問課税課市民税係☎０42・4９７・
2０4０
※詳しくは平成３０年度市民税・
都民税納税通知書及び同封のチラ
シまたは市ホームページへ。

公的年金からの個人住民税の特別徴収

秋季市民ウォーキング
―東京２0２0大会マラソンコースを
歩こう～第1弾～
　2年をかけて「東京2０2０大会マラ
ソンコース」を4回に分けて体験し
ます。今回はその第１弾です。対市
内在住・在勤・在学の方（小学生以
下は保護者同伴）。先着３０人日１０月
2８日㈰午前７時5０分集合場新国立競
技場前～日本橋付近（約１０㌔）。集
合・解散は、清瀬駅北口交番前持昼
食・飲み物・雨具・筆記用具・健康
保険証・交通費・タオル申問１０月4
日～１９日の平日午前９時～午後5時
に、申込用紙に必要事項を記入し、
直接生涯学習スポーツ課☎
０42・4９5・７００１へ

第37回清瀬市 
少年・少女サッカー大会

対市内在住・在学の小学4～６年生
の男子、女子で構成したチーム及び

３分の2以上の市内在住・在学の児
童がいて市内で活動しているチーム
日１１月１１日㈰・１８日㈰午前８時３０
分～（予備日は25日㈰）場清瀬内山
運動公園サッカー場申問１０月１６日
までに生涯学習センターにある申込
用紙（市ホームページからもダウン
ロード可）に必要事項を記入し、直
接生涯学習スポーツ課☎０42・4９5
・７００１へ
※参加チーム数に応じて、駐車券を
発行します。また、会場への直行バ
スを運行予定です。詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。

第47回清瀬市民文化祭
①展示部門＝１１月３日㈯午前１０時～
午後5時、4日㈰午前１０時～午後4時、
②舞台部門＝１１月３日㈯午前１１時～
午後5時、4日㈰午前１１時～午後4時

場①生涯学習センター①②清瀬けや
きホール直問清瀬市文化協会☎０42
・4９2・０１4６
※詳しくは、市内公共施設で配布す
るプログラムをご覧ください（１０月
上旬配布予定）。

みんなで育てよう清瀬の水辺
　金山緑地公園内の池に生息する外
来生物の駆除です。日１０月１６日㈫
午前９時～正午（雨天決行）場公園内の
池周辺持汚れても良い服装・胴長靴
（胸まで濡れない長靴）・タオル・飲
み物問川づくり・清瀬の会・荒幡☎
０42・4９３・７８６4

青少年の集い
　青少年問題協議会第二地区委員会
主催の「青少年の集い」を開催しま
す。地域の児童と学生によるダンス
・和太鼓・吹奏楽及びコーラスを行
います。
　また、最後にみんなで「ふるさと」
「清瀬讃歌」を合唱します。ぜひ、
ご参加ください。日１０月１4日㈰午
後１時～場三小直問三小☎０42・4９３
・4３１３

男性の生き方を考える講座
―最期まで住み慣れた街で暮らして
いくために２018
　男女問わず参加可。先着4０人。保
育あり（６か月～未就学児、各回先着
１０人。要予約）。日１１月１０日㈯、１2
月１日㈯いずれも午後2時～4時３０分
場男女共同参画センター講NPO法人
暮らしネット・えん代表　小島美里
氏申問１０月１日から電話で男女共同
参画センター☎０42・4９5・７００2へ

市民公開講座 
「病気とうまく付き合うために」
　「認知症編」＝認知症看護認定看
護師 野﨑和美氏、「精神疾患編」＝
精神看護専門看護師 佐伯幸治氏で
す。日１０月2０日㈯午後１時３０分～4
時３０分場国立精神・神経医療研究
センター（小平市小川東町四丁目）
直問同研究センター病院看護部・岸
・五十嵐☎０42・３4１・2７１１（代表）

対象区分 持ち物・費用

平成30年度の住民税が
「課税」の方

持住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類（保険証、
運転免許証など）費20,510円

平成30年度の住民税が
「非課税」の方

持①住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類（保
険証、運転免許証など）②「平成30年度介護保険料納入（決
定）通知書」・「平成30年度住民税非課税証明書」・「生活
保護受給者証明書」のいずれか1点費1,000円

平成30年度の住民税が
「課税」であるが、平成 
29年中の合計所得金額
が125万円以下の方

持①住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類（保
険証、運転免許証など）②「平成30年度介護保険料納入（決
定）通知書」・「平成30年度住民税課税証明書」のいずれか
1点費1,000円

東京都シルバーパス新規手続きのご案内

　「東京都シルバーパス」は、一
般社団法人東京バス協会が発行す
る都営交通（都バス、都営地下鉄、
都電、日暮里・舎人ライナー）及
び都内の民営バスに乗車すること
のできるパスです。
　シルバーパスの新規発行を希望
される方は、満７０歳を迎える月
の初日から申込みができます。最
寄りのシルバーパス取り扱いバス
案内所などでお申込みください
（持ち物・費用などは下表参照）。

市役所窓口では東京都シルバーパ
スの発行・更新などの手続きは行
っておりません。詳しくは下記へ。
対満７０歳以上の都民の方（寝たき
りの方を除く）期発行日～平成３１
年９月３０日
問東京バス協
会シルバーパ
ス専用電話☎
０ ３・ 5 ３ ０ ８・
６９5０（平日午前
９時～午後5時）

対就労などにより、保護者が家庭
で保育できない児童
【入園のしおり】１０月１5日㈪から
子育て支援課、市内各認可保育園、
松山・野塩地域市民センター、子
ども家庭支援センター、男女共同
参画センター、生涯学習センター
（市ホームページからもダウンロ
ード可）で配布（必要書類は「平成
３１年度保育園等入園のしおり」参
照）申問一次選考は１１月１4日から

１2月5日まで、二次選考は一次選
考終了後から平成３１年2月１３日ま
で（土・日曜日、祝日、年末年始
を除く午前８時３０分～午後5時に
受け付け）に必要書類を持参し、
直接子育て支援課
保育・幼稚園係☎
０42・4９７・2０８６へ
（郵送での受け付
けはできません）

11月14日から申込みを開始します

平成31年4月に保育園等に入園する児童

ホームページ
はこちら

昨
年
の
様
子


